
五 九

○ 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） （ 附 則 第 九 条 関 係 ）

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 に 寄 附 を し た 場 合 の 寄 附 金 控 除 の 特

例 又 は 所 得 税 額 の 特 別 控 除 ）

第 四 十 一 条 の 十 八 の 二 個 人 が 、 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 （ 特 定

非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す

る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 及 び 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 仮 認 定 特 定

非 営 利 活 動 法 人 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 対 し 、 当 該

認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 の 行 う 同 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 特

定 非 営 利 活 動 （ 次 項 に お い て 「 特 定 非 営 利 活 動 」 と い う 。 ） に 係 る

事 業 に 関 連 す る 寄 附 （ そ の 寄 附 を し た 者 に 特 別 の 利 益 が 及 ぶ と 認

め ら れ る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を し た

場 合 （ 当 該 寄 附 に 係 る 支 出 金 を 支 出 し た 年 分 の 所 得 税 に つ き 次 項

の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 除 く 。 ） に は 、 当 該 寄 附 に 係 る 支 出 金

は 、 所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 寄 附 金 と み な し て 、

同 法 の 規 定 を 適 用 す る 。

２ 個 人 が 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 に 対 し て 支 出 し た 当 該 認 定 特

定 非 営 利 活 動 法 人 等 の 行 う 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 関 連 す る

寄 附 に 係 る 支 出 金 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 非 営 利 活 動 に 関 す

る 寄 附 金 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 そ の 年 中 に 支 出 し た 当 該 特 定 非

（ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 寄 附 を し た 場 合 の 寄 附 金 控 除 の 特 例

又 は 所 得 税 額 の 特 別 控 除 ）

第 四 十 一 条 の 十 八 の 二 個 人 が 、 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 三 項 に 規

定 す る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 認 定 特 定

非 営 利 活 動 法 人 」 と い う 。 ） に 対 し 、 当 該 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人

の 行 う 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ） 第 二 条 第 一

項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 （ 次 項 に お い て 「 特 定 非 営 利 活 動 」

と い う 。 ） に 係 る 事 業 に 関 連 す る 寄 附 （ そ の 寄 附 を し た 者 に 特 別 の

利 益 が 及 ぶ と 認 め ら れ る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い

て 同 じ 。 ） を し た 場 合 （ 当 該 寄 附 に 係 る 支 出 金 を 支 出 し た 年 分 の 所

得 税 に つ き 次 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 除 く 。 ） に は 、 当 該 寄

附 に 係 る 支 出 金 は 、 所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 寄

附 金 と み な し て 、 同 法 の 規 定 を 適 用 す る 。

２ 個 人 が 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 し て 支 出 し た 当 該 認 定 特 定

非 営 利 活 動 法 人 の 行 う 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 関 連 す る 寄 附

に 係 る 支 出 金 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 非 営 利 活 動 に 関 す る 寄

附 金 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 そ の 年 中 に 支 出 し た 当 該 特 定 非 営 利
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営 利 活 動 に 関 す る 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 （ 当 該 合 計 額 に そ の 年 中 に

支 出 し た 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 （ 所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 二 項 に 規 定

す る 特 定 寄 附 金 の 額 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 又 は 前 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 当 該 特 定 寄 附 金 と み な さ れ た も の の 額 並 び に 第 四 十 一 条 の

十 九 第 一 項 に 規 定 す る 控 除 対 象 特 定 新 規 株 式 の 取 得 に 要 し た 金 額

と し て 同 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 金 額 の 合 計 額 を い う 。 以 下 こ

の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 加 算 し た 金 額 が 、 当 該 個 人 の そ の 年 分 の 総

所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合 計 額 の 百 分 の 四 十

に 相 当 す る 金 額 を 超 え る 場 合 に は 、 当 該 百 分 の 四 十 に 相 当 す る 金

額 か ら 当 該 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 を 控 除 し た 残 額 ） が 二 千 円 （ そ の

年 中 に 支 出 し た 当 該 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 が あ る 場 合 に は 、 二 千 円

か ら 当 該 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 を 控 除 し た 残 額 ） を 超 え る 場 合 に は 、

そ の 年 分 の 所 得 税 の 額 か ら 、 そ の 超 え る 金 額 の 百 分 の 四 十 に 相 当

す る 金 額 （ 当 該 金 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り

捨 て る 。 ） を 控 除 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 控 除 す る 金 額 が 、

当 該 個 人 の そ の 年 分 の 所 得 税 の 額 の 百 分 の 二 十 五 に 相 当 す る 金 額

（ 次 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 当 該 百 分 の 二 十 五 に

相 当 す る 金 額 か ら 同 項 の 規 定 に よ り 控 除 す る 金 額 を 控 除 し た 残

額 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 超 え る と き は 、 当 該 控 除 す る 金

額 は 、 当 該 百 分 の 二 十 五 に 相 当 す る 金 額 （ 当 該 金 額 に 百 円 未 満 の

端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 ） を 限 度 と す る 。

活 動 に 関 す る 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 （ 当 該 合 計 額 に そ の 年 中 に 支 出

し た 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 （ 所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る

特 定 寄 附 金 の 額 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 又 は 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 当 該 特 定 寄 附 金 と み な さ れ た も の の 額 並 び に 第 四 十 一 条 の 十 九

第 一 項 に 規 定 す る 控 除 対 象 特 定 新 規 株 式 の 取 得 に 要 し た 金 額 と し

て 同 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 金 額 の 合 計 額 を い う 。 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ 。 ） を 加 算 し た 金 額 が 、 当 該 個 人 の そ の 年 分 の 総 所 得

金 額 、 退 職 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合 計 額 の 百 分 の 四 十 に 相

当 す る 金 額 を 超 え る 場 合 に は 、 当 該 百 分 の 四 十 に 相 当 す る 金 額 か

ら 当 該 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 を 控 除 し た 残 額 ） が 二 千 円 （ そ の 年 中

に 支 出 し た 当 該 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 が あ る 場 合 に は 、 二 千 円 か ら

当 該 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 を 控 除 し た 残 額 ） を 超 え る 場 合 に は 、 そ

の 年 分 の 所 得 税 の 額 か ら 、 そ の 超 え る 金 額 の 百 分 の 四 十 に 相 当 す

る 金 額 （ 当 該 金 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨

て る 。 ） を 控 除 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 控 除 す る 金 額 が 、 当

該 個 人 の そ の 年 分 の 所 得 税 の 額 の 百 分 の 二 十 五 に 相 当 す る 金 額

（ 次 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 当 該 百 分 の 二 十 五 に

相 当 す る 金 額 か ら 同 項 の 規 定 に よ り 控 除 す る 金 額 を 控 除 し た 残

額 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 超 え る と き は 、 当 該 控 除 す る 金

額 は 、 当 該 百 分 の 二 十 五 に 相 当 す る 金 額 （ 当 該 金 額 に 百 円 未 満 の

端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 ） を 限 度 と す る 。
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３ （ 略 ）

４ 所 得 税 法 第 九 十 二 条 第 二 項 の 規 定 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 控 除

を す べ き 金 額 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 二 項

中 「 前 項 の 規 定 に よ る 控 除 」 と あ る の は 「 前 項 及 び 租 税 特 別 措 置

法 第 四 十 一 条 の 十 八 の 二 第 二 項 （ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 に 寄

附 を し た 場 合 の 所 得 税 額 の 特 別 控 除 ） の 規 定 に よ る 控 除 」 と 、 「 当

該 控 除 を す べ き 金 額 」 と あ る の は 「 こ れ ら の 控 除 を す べ き 金 額 の

合 計 額 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

５ そ の 年 分 の 所 得 税 に つ い て 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に

お け る 所 得 税 法 第 百 二 十 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 所 得 税 の 額 の 計

算 に つ い て は 、 同 号 中 「 第 三 章 （ 税 額 の 計 算 ） 」 と あ る の は 、 「 第

三 章 （ 税 額 の 計 算 ） 及 び 租 税 特 別 措 置 法 第 四 十 一 条 の 十 八 の 二 第

二 項 （ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 に 寄 附 を し た 場 合 の 所 得 税 額 の

特 別 控 除 ） 」 と す る 。

６ （ 略 ）

（ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 寄 附 金 の 損 金 算 入 等 の 特 例 ）

第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 そ の 事 業 年 度 終 了 の 日 に お い て 特 定 非 営 利

活 動 促 進 法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ 次

項 に お い て 「 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 」 と い う 。 ） で あ る 法 人 が そ

の 収 益 事 業 （ 法 人 税 法 第 二 条 第 十 三 号 に 規 定 す る 収 益 事 業 を い う 。

３ （ 同 上 ）

４ 所 得 税 法 第 九 十 二 条 第 二 項 の 規 定 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 控 除

を す べ き 金 額 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 二 項

中 「 前 項 の 規 定 に よ る 控 除 」 と あ る の は 「 前 項 及 び 租 税 特 別 措 置

法 第 四 十 一 条 の 十 八 の 二 第 二 項 （ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 寄 附

を し た 場 合 の 所 得 税 額 の 特 別 控 除 ） の 規 定 に よ る 控 除 」 と 、 「 当 該

控 除 を す べ き 金 額 」 と あ る の は 「 こ れ ら の 控 除 を す べ き 金 額 の 合

計 額 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

５ そ の 年 分 の 所 得 税 に つ い て 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に

お け る 所 得 税 法 第 百 二 十 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 所 得 税 の 額 の 計

算 に つ い て は 、 同 号 中 「 第 三 章 （ 税 額 の 計 算 ） 」 と あ る の は 、 「 第

三 章 （ 税 額 の 計 算 ） 及 び 租 税 特 別 措 置 法 第 四 十 一 条 の 十 八 の 二 第

二 項 （ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 寄 附 を し た 場 合 の 所 得 税 額 の 特

別 控 除 ） 」 と す る 。

６ （ 同 上 ）

（ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 寄 附 金 の 損 金 算 入 等 の 特 例 ）

第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 そ の 事 業 年 度 終 了 の 日 に お い て 認 定 特 定 非

営 利 活 動 法 人 で あ る 法 人 が そ の 収 益 事 業 （ 法 人 税 法 第 二 条 第 十 三

号 に 規 定 す る 収 益 事 業 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 属 す

る 資 産 の う ち か ら そ の 収 益 事 業 以 外 の 事 業 の た め に 支 出 し た 金 額
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以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 属 す る 資 産 の う ち か ら そ の 収 益 事 業

以 外 の 事 業 で 特 定 非 営 利 活 動 （ 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 二 条 第 一

項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 を い う 。 次 項 及 び 第 三 項 に お い て 同

じ 。 ） に 係 る 事 業 に 該 当 す る も の の た め に 支 出 し た 金 額 が あ る 場 合

に お け る 同 法 第 七 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法

人 税 法 第 三 十 七 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 四 項 中 「 公 益

法 人 等 が 」 と あ る の は 「 公 益 法 人 等 又 は 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人

（ 租 税 特 別 措 置 法 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 一 項 （ 認 定 特 定 非 営 利

活 動 法 人 に 対 す る 寄 附 金 の 損 金 算 入 等 の 特 例 ） に 規 定 す る 認 定 特

定 非 営 利 活 動 法 人 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） が 」 と 、 同 条 第 五

項 中 「 公 益 法 人 等 が 」 と あ る の は 「 公 益 法 人 等 又 は 認 定 特 定 非 営

利 活 動 法 人 が 」 と 、 「 に あ つ て は 、 」 と あ る の は 「 に あ つ て は 」 と 、

「 金 額 ） 」 と あ る の は 「 金 額 と し 、 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に あ つ

て は そ の 収 益 事 業 に 属 す る 資 産 の う ち か ら そ の 収 益 事 業 以 外 の 事

業 で 租 税 特 別 措 置 法 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定

非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 該 当 す る も の の た め に 支 出 し た 金 額 と す

る 。 ） 」 と す る 。

２ 法 人 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 法 人 を 除 く 。 ） が 各 事 業 年 度 に

お い て 支 出 し た 寄 附 金 の 額 の う ち に 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等

（ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 及 び 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 二 条 第 四

項 に 規 定 す る 仮 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を い う 。 以 下 こ の 項 に お

が あ る 場 合 に お け る 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 人 税 法 第 三 十 七 条 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 第 三 十 七 条 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 」 と あ る の

は 、 「 第 三 十 七 条 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 （ 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 三

十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 三 項 に 規 定 す る

認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に つ い て 法 人 税 法 第 三 十 七 条 の 規 定 を 適

用 す る 場 合 を 除 く 。 ） 」 と す る 。

２ 法 人 が 各 事 業 年 度 に お い て 支 出 し た 寄 附 金 の 額 の う ち に 認 定 特

定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 当 該 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 行 う 特

定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 に 係

る 事 業 に 関 連 す る 寄 附 金 の 額 が あ る 場 合 に お け る 法 人 税 法 第 三 十
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い て 同 じ 。 ） に 対 す る 当 該 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 の 行 う 特 定 非

営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 関 連 す る 寄 附 金 の 額 が あ る 場 合 に お け る 法

人 税 法 第 三 十 七 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 四 項 中 「 ） の

額 が あ る と き は 、 当 該 寄 附 金 」 と あ る の は 、 「 ） 及 び 認 定 特 定 非 営

利 活 動 法 人 等 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 二 項 （ 認

定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 寄 附 金 の 損 金 算 入 等 の 特 例 ） に 規

定 す る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を い う 。 ） に 対 す る 当 該 認 定 特 定

非 営 利 活 動 法 人 等 の 行 う 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 に

係 る 事 業 に 関 連 す る 寄 附 金 （ 前 項 第 二 号 に 規 定 す る 寄 附 金 に 該 当

す る も の を 除 く 。 ） の 額 が あ る と き は 、 こ れ ら の 寄 附 金 」 と す る 。

（ 削 除 ）

（ 削 除 ）

（ 削 除 ）

七 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 四 項 中 「 ） の 額 が あ る と き

は 、 当 該 寄 附 金 」 と あ る の は 、 「 ） 及 び 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ 租

税 特 別 措 置 法 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 三 項 （ 認 定 特 定 非 営 利 活 動

法 人 に 対 す る 寄 附 金 の 損 金 算 入 等 の 特 例 ） に 規 定 す る 認 定 特 定 非

営 利 活 動 法 人 を い う 。 ） に 対 す る 当 該 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 行

う 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ） 第 二 条 第 一 項 （ 定

義 ） に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 関 連 す る 寄 附 金 （ 前

項 第 二 号 に 規 定 す る 寄 附 金 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） の 額 が あ る と

き は 、 こ れ ら の 寄 附 金 」 と す る 。

３ 前 二 項 に 規 定 す る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 と は 、 特 定 非 営 利 活

動 促 進 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の う ち 、 そ

の 運 営 組 織 及 び 事 業 活 動 が 適 正 で あ る こ と 並 び に 公 益 の 増 進 に 資

す る こ と に つ き 政 令 で 定 め る 要 件 を 満 た す も の と し て 、 政 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 国 税 庁 長 官 の 認 定 を 受 け た も の （ そ の 認 定 の 有

効 期 間 が 終 了 し た も の を 除 く 。 ） を い う 。

４ 前 項 の 認 定 の 有 効 期 間 は 、 国 税 庁 長 官 の 定 め る 日 か ら 同 日 以 後

五 年 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 と す る 。

５ 国 税 庁 長 官 は 、 第 三 項 の 認 定 を 受 け た 法 人 に つ い て 政 令 で 定 め

る 要 件 を 満 た さ な い こ と と な つ た と 認 め ら れ る 場 合 そ の 他 政 令 で

定 め る 場 合 に は 、 そ の 認 定 を 取 り 消 す も の と す る 。 こ の 場 合 に お
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（ 削 除 ）

（ 削 除 ）

（ 削 除 ）

３ 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 四 十 四 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 法 人 が

そ の 認 定 を 取 り 消 さ れ た 場 合 に は 、 当 該 法 人 が そ の 取 消 し の 基 因

と な つ た 事 実 が 生 じ た 日 と し て 政 令 で 定 め る 日 を 含 む 事 業 年 度 か

ら そ の 取 消 し の 日 を 含 む 事 業 年 度 の 前 事 業 年 度 ま で の 各 事 業 年 度

（ そ の 取 消 し の 日 を 含 む 事 業 年 度 終 了 の 日 前 七 年 以 内 に 終 了 し た

各 事 業 年 度 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に お い て そ の 収 益

事 業 に 属 す る 資 産 の う ち か ら そ の 収 益 事 業 以 外 の 事 業 で 特 定 非 営

い て 、 そ の 認 定 が 取 り 消 さ れ た と き は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

第 三 項 の 認 定 は 、 そ の 効 力 を 失 う 。

６ 国 税 庁 の 当 該 職 員 又 は 第 三 項 の 認 定 を 受 け た 法 人 （ 当 該 認 定 の

申 請 を し て い る 法 人 を 含 む 。 ） の 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 若 し く は 納

税 地 の 所 轄 税 務 署 若 し く は 所 轄 国 税 局 の 当 該 職 員 は 、 当 該 認 定 又

は 当 該 認 定 の 取 消 し に 関 し 必 要 な 調 査 を す る こ と が で き る 。

７ 国 税 庁 長 官 は 、 第 三 項 の 認 定 を し た と き は そ の 旨 を 、 当 該 認 定

を し な い こ と を 決 定 し た と き 又 は 当 該 認 定 を 取 り 消 し た と き は そ

の 旨 及 び そ の 理 由 を 当 該 認 定 の 申 請 を し た 法 人 又 は 当 該 認 定 を 受

け て い た 法 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

８ 国 税 庁 長 官 は 、 第 三 項 の 認 定 を し た と き は 、 財 務 省 令 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 そ の 法 人 の 名 称 、 当 該 認 定 の 有 効 期 間 そ の 他 の 事

項 を 公 示 す る も の と す る 。 公 示 し た 事 項 に つ き 変 更 が あ つ た と き

又 は 当 該 認 定 を 取 り 消 し た と き に つ い て も 、 同 様 と す る 。

９ 第 三 項 の 認 定 を 受 け た 法 人 が そ の 認 定 を 取 り 消 さ れ た 場 合 に

は 、 当 該 法 人 が そ の 取 消 し の 基 因 と な つ た 事 実 が 生 じ た 日 を 含 む

事 業 年 度 か ら そ の 取 消 し の 日 を 含 む 事 業 年 度 の 前 事 業 年 度 ま で の

各 事 業 年 度 に お い て そ の 収 益 事 業 に 属 す る 資 産 の う ち か ら そ の 収

益 事 業 以 外 の 事 業 の た め に 支 出 し た 金 額 で 当 該 各 事 業 年 度 の 所 得

の 金 額 の 計 算 上 損 金 の 額 に 算 入 さ れ た 金 額 に 相 当 す る 金 額 の 合 計

額 は 、 当 該 法 人 の そ の 取 消 し の 日 を 含 む 事 業 年 度 に お い て 行 う 収
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利 活 動 に 係 る 事 業 に 該 当 す る も の の た め に 支 出 し た 金 額 で 当 該 各

事 業 年 度 の 所 得 の 金 額 の 計 算 上 損 金 の 額 に 算 入 さ れ た 金 額 に 相 当

す る 金 額 の 合 計 額 は 、 当 該 法 人 の そ の 取 消 し の 日 を 含 む 事 業 年 度

に お い て 行 う 収 益 事 業 か ら 生 じ た 収 益 の 額 と み な す 。

４ 前 項 の 場 合 に お い て 、 同 項 の 法 人 が そ の 取 消 し の 日 に 収 益 事 業

を 行 つ て い な い も の で あ る と き は 、 当 該 法 人 は 、 そ の 取 消 し の 日

に お い て 新 た に 収 益 事 業 を 開 始 し た も の と み な す 。 こ の 場 合 に お

い て 、 そ の 取 消 し の 日 を 含 む 事 業 年 度 に つ い て は 、 法 人 税 法 第 六

十 六 条 第 四 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

５ 前 項 の 場 合 に お い て 、 同 項 の 法 人 が そ の 取 消 し の 日 か ら 同 日 を

含 む 事 業 年 度 終 了 の 日 ま で の 間 に 新 た に 収 益 事 業 を 開 始 し た と き

は 、 法 人 税 法 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 第 一 項 第 十 九 号 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 そ の 取 消 し の 日 か ら そ の 開 始 し た 日 の 前 日 ま で の 期 間 及

び そ の 開 始 し た 日 か ら 当 該 事 業 年 度 終 了 の 日 ま で の 期 間 を そ れ ぞ

れ 当 該 法 人 の 事 業 年 度 と み な す 。

６ 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 特 定 非 営 利

活 動 法 人 が 同 項 の 規 定 に よ り 法 人 税 法 第 三 十 七 条 第 五 項 の 規 定 を

読 み 替 え て 同 条 第 一 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 の 同 項 に 規 定 す る 政

令 で 定 め る と こ ろ に よ り 計 算 し た 金 額 そ の 他 第 一 項 か ら 第 三 項 ま

で の 規 定 の 適 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 政 令 で 定 め る 。

益 事 業 か ら 生 じ た 収 益 の 額 と み な す 。

 （ 同 上 ）

 （ 同 上 ）

 第 四 項 か ら 第 八 項 ま で 及 び 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 一 項

か ら 第 三 項 ま で 及 び 第 九 項 の 規 定 の 適 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 政

令 で 定 め る 。
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（ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 に 対 す る 寄 附 金 の 損 金 算 入 の 特 例 ）

第 六 十 八 条 の 九 十 六 連 結 親 法 人 又 は 当 該 連 結 親 法 人 に よ る 連 結 完

全 支 配 関 係 に あ る 連 結 子 法 人 が 各 連 結 事 業 年 度 に お い て 支 出 し た

寄 附 金 の 額 の う ち に 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 認 定

特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 に 対 す る 当 該 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 の

行 う 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活

動 に 係 る 事 業 に 関 連 す る 寄 附 金 の 額 が あ る 場 合 に お け る 法 人 税 法

第 八 十 一 条 の 六 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 四 項 中 「 寄 附 金

の 額 が あ る と き は 、 当 該 寄 附 金 」 と あ る の は 、 「 寄 附 金 及 び 認 定 特

定 非 営 利 活 動 法 人 等 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 六 十 八 条 の 九 十 六 第 一 項

（ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 に 対 す る 寄 附 金 の 損 金 算 入 の 特 例 ）

に 規 定 す る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を い う 。 ） に 対 す る 当 該 認 定

特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 の 行 う 同 法 第 六 十 八 条 の 九 十 六 第 一 項 に 規

定 す る 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 関 連 す る 寄 附 金 （ 前 項 に 規 定

す る 寄 附 金 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） の 額 が あ る と き は 、 こ れ ら の

寄 附 金 」 と す る 。

２ （ 略 ）

（ 国 等 に 対 し て 相 続 財 産 を 贈 与 し た 場 合 等 の 相 続 税 の 非 課 税 等 ）

第 七 十 条 （ 略 ）

２ ～ ９ （ 略 ）

（ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 寄 附 金 の 損 金 算 入 の 特 例 ）

第 六 十 八 条 の 九 十 六 連 結 親 法 人 又 は 当 該 連 結 親 法 人 に よ る 連 結 完

全 支 配 関 係 に あ る 連 結 子 法 人 が 各 連 結 事 業 年 度 に お い て 支 出 し た

寄 附 金 の 額 の う ち に 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 認 定

特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 当 該 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 行 う

特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 に

係 る 事 業 に 関 連 す る 寄 附 金 の 額 が あ る 場 合 に お け る 法 人 税 法 第 八

十 一 条 の 六 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 四 項 中 「 寄 附 金 の 額

が あ る と き は 、 当 該 寄 附 金 」 と あ る の は 、 「 寄 附 金 及 び 認 定 特 定 非

営 利 活 動 法 人 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 六 十 八 条 の 九 十 六 第 一 項 （ 認 定

特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 寄 附 金 の 損 金 算 入 の 特 例 ） に 規 定 す

る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を い う 。 ） に 対 す る 当 該 認 定 特 定 非 営 利

活 動 法 人 の 行 う 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ） 第

二 条 第 一 項 （ 定 義 ） に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 関 連

す る 寄 附 金 （ 前 項 に 規 定 す る 寄 附 金 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） の 額

が あ る と き は 、 こ れ ら の 寄 附 金 」 と す る 。

２ （ 同 上 ）

（ 国 等 に 対 し て 相 続 財 産 を 贈 与 し た 場 合 等 の 相 続 税 の 非 課 税 等 ）

第 七 十 条 （ 同 上 ）

２ ～ ９ （ 同 上 ）



六 七

 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 五 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 は 、 相 続 又 は 遺

贈 に よ り 財 産 を 取 得 し た 者 が 、 当 該 取 得 し た 財 産 を 第 一 項 に 規 定

す る 申 告 書 の 提 出 期 限 ま で に 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 二 条 第 三 項

に 規 定 す る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 し 、 当 該 認 定 特 定 非 営 利

活 動 法 人 の 行 う 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業

に 関 連 す る 贈 与 を し た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

第 二 項 中 「 同 項 の 規 定 」 と あ る の は 「 第 十 項 に お い て 準 用 す る 前

項 の 規 定 」 と 、 第 五 項 中 「 第 一 項 又 は 第 三 項 」 と あ る の は 「 第 十

項 に お い て 準 用 す る 第 一 項 」 と 、 「 同 項 の 贈 与 又 は 第 三 項 の 支 出 」

と あ る の は 「 第 十 項 の 贈 与 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 五 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 は 、 相 続 又 は 遺

贈 に よ り 財 産 を 取 得 し た 者 が 、 当 該 取 得 し た 財 産 を 第 一 項 に 規 定

す る 申 告 書 の 提 出 期 限 ま で に 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 三 項 に 規 定

す る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 し 、 当 該 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法

人 の 行 う 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 非 営

利 活 動 に 係 る 事 業 に 関 連 す る 贈 与 を し た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 第 二 項 中 「 同 項 の 規 定 」 と あ る の は 「 第 十 項

に お い て 準 用 す る 前 項 の 規 定 」 と 、 第 五 項 中 「 第 一 項 又 は 第 三 項 」

と あ る の は 「 第 十 項 に お い て 準 用 す る 第 一 項 」 と 、 「 同 項 の 贈 与 又

は 第 三 項 の 支 出 」 と あ る の は 「 第 十 項 の 贈 与 」 と 読 み 替 え る も の

と す る 。


